
自民･公明･維新＋国民民主による憲法破壊・戦争への道止める

安倍元総理の悪政拡大する岸田内閣は許さない
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デ
ィ
ン
グ

29
日
行
動
に
参
加
を

５
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憲
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改
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を
許
さ
な
い
署
名

広
げ
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下
さ
い
。

安
倍
総
理
の
7
年
間
で
、
日
本
の
政
治
・
経
済･

外
交
・
軍
事･

国
民
の
暮
ら
し
は

ボ
ロ
ボ
ロ
に
さ
れ
ま
し
た
。

消
費
税
を
５
％
か
ら
10
％
に
2
回
も
上
げ
ま
し
た
。

２
０
１
３
年

山
本
長
官
更
迭

集
団
的
自
衛
権
の
行
使
容
認
に
前
向
き
と
さ
れ
る

小
松
一
郎
駐
仏
大
使
を
後
任

２
０
１
４
年

Ｎ
Ｈ
Ｋ
会
長
に
籾
井
会
長
就
任

内
閣
人
事
局
新
設

Ｎ
Ｈ
Ｋ
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
現
在

国
谷
キ
ャ
ス
タ
ー
菅
官
房
長
官
へ
意

見
そ
の
後
更
迭
・
膳
場
貴
子
、
古
舘
伊
知
郎
も
報
道
番
組
か
ら
消
え
る

２
０
１
５
年

衆
議
院
憲
法
調
査
会

小
林
節
・
長
谷
部
恭
男
ら
集
団
的
自
衛
権
行
使

違
憲
表
明

Ｔ
Ｂ
Ｓ
岸
井
キ
ャ
ス
タ
ー
に
圧
力

２
０
１
６
年

高
市
総
務
大
臣
「
放
送
法
違
反
の
場
合
電
波
停
止
も
あ
り
得
る
」
発
言

オ
バ
マ
大
統
領
の
「
核
兵
器
先
制
不
使
用
」
に
反
対
。

ト
ラ
ン
プ
大
統
領
当
選･

世
界
い
ち
早
く
駆
け
付
け
会
談
。
カ
ジ
ノ
実
施

と
辺
野
古
基
地
新
設
約
束
。

２
０
１
７
年

南
ス
ー
ダ
ン
日
報
隠
し
・
森
友
学
園
問
題

前
原
さ
ん

希
望
の
党
で
共
闘
こ
わ
し

今
度
は
維
新
と
共
闘
、
憲
法
こ
わ
す
。

ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
で
格
差
拡
大
・
国
民
の
貧
困
拡
大

「
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
だ
!
」
と
異
次
元
の
経
済
政
策
を
続
け
て
き
た
安
倍
内
閣
で
株

価
が
上
が
り
株
を
大
量
に
持
つ
富
裕
層
は
潤
い
ま
し
た
が
格
差
が
広
が
り
多
く
の
国
民

の
賃
金
は
上
が
ら
ず
生
活
が
ど
ん
ど
ん
苦
し
く
な
り
ま
し
た
。

日
銀
は
低
金
利
の
国
債
を
大
量
に
買
い
込
ん
で
い
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
の
国
債
利
率
は

3
％
近
く
ま
で
引
き
上
げ
ら
れ
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
円
安
が
止
ま
り
ま
せ
ん
。

こ
ん
な
時
に
「
日
銀
は
政
府
の
子
会
社
」
と
安
倍
元
総
理
。
「
ア
ベ
銀
行
」
と
し
て

日
銀
の
独
立
性
を
こ
わ
し
、
も
っ
と
国
債
を
発
行
せ
よ
と
け
し
か
け
て
き
た
の
で
は
。

も
し
日
銀
が
利
上
げ
に
踏
み
切
れ
ば
国
債
返
還
時
の
利
息
が
増
え
て
大
赤
字
が
襲
う

こ
と
は
明
ら
か
で
、
そ
の
付
け
は
「
悪
政
の
イ
ン
フ
レ
」
ス
タ
グ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
し

て
国
民
を
襲
い
ま
す
。

ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
略
も
有
り
、
様
々
な
生
活
用
品
が
値
上
が
り
し
て
い
ま
す
。

ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
は
完
全
に
失
敗
し
ま
し
た
。
国
民
生
活
を
守
る
た
め
に
は
竹
中
平
蔵
な

ど
ア
ベ
友
を
手
数
料
で
潤
す
補
助
金
ビ
ジ
ネ
ス
で
は
無
く
先
進
諸
国
が
行
っ
て
い
る
よ

う
に
消
費
税
を
た
だ
ち
に
引
き
下
げ
る
こ
と
し
か
有
り
ま
せ
ん
。

ヒ
ト
ラ
ー
の
右
腕
だ
っ
た
高
官
の

裁
判
で
の
発
言

『
国
民
は
戦
争
を
望
ま
な
い
。
し
か
し
決
め
る
の
は

指
導
者
で
、
国
民
を
引
き
ず
り
こ
む
の
は
実
に
簡
単
だ
。

外
国
に
攻
撃
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
言
え
ば
良
い
。

そ
れ
で
も
戦
争
に
反
対
す
る
者
を
、
愛
国
心
が
無
い

と
批
判
す
れ
ば
良
い
。
』

櫻
井
よ
し
こ
さ
ん
ら
、
日
本
会
議
の
皆
さ
ん
の
発
言

は
こ
の
通
り
で
す
ね
。

反
対
す
る
者
は
追
い
出
す
独
裁
政
治

・
へ
り
く
だ
り
外
交
で
プ
ー
チ
ン
つ
け
あ
が
ら
す

外
交
は
他
国
に
お
金
を
ば
ら
ま
く
こ
と
？

ア
ベ
外
交
は
世
界
各
地
で
お
金
を
ば
ら
ま
い
て
「
ト
モ
ダ
チ
」
を
つ
く
る
こ
と
だ
っ

た
の
で
は
。
プ
ー
チ
ン
と
27
回
も
会
談
し
「
ゴ
ー
ル
ま
で
2
人
の
力
で
駆
け
抜
け
よ

う
」
と
民
間
を
含
め
た
日
本
側
の
経
済
協
力
の
総
額
は
３
千
億
円
規
模
。
さ
ら
に
「
北

方
領
土
」
返
還
は
歯
舞･

色
丹
と
北
海
道
の
2
島
を
返
せ
ば
平
和
条
約
を
結
ぶ
と
い
う

屈
辱
的
な
提
案
ま
で
し
ま
し
た
。

振
ら
れ
た
仕
返
し
か
、
「
９
条
変
え
て
戦
争
だ
」
「
敵
基
地
攻
撃
能
力
だ
け
で
無
く

中
枢
ま
で
攻
撃
だ
」
「
核
兵
器
共
有
だ
」
と
維
新
と
一
緒
に
な
っ
て
叫
ん
で
い
ま
す
。

と
こ
と
ん

ア
メ
リ
カ
に
つ
く
す

軍
事
費
を
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
2
％
に
増
や
せ
ば
10
兆
円
以
上
に
な
り
ま
す
。
今
で
も
自
衛

隊
の
実
力
は
世
界
ラ
ン
キ
ン
グ
で
5
位
、
金
額
ベ
ー
ス
で
9
位
に
な
っ
て
い
ま
す
。

最
近
の
購
入
品
は
高
額
な
ア
メ
リ
カ
の
Ｆ
35
戦
闘
機
等
「
他
国
攻
撃
で
き
る
装
備
」
に

な
っ
て
い
ま
す
。
米
軍
思
い
や
り
予
算
、
屈
辱
的
な
安
保
条
約
地
位
協
定

第
二
次
世

界
大
戦
の
同
じ
敗
戦
国
で
も
、
ド
イ
ツ
や
イ
タ
リ
ア
は
米
軍
に
負
担
を
求
め
て
い
ま
す
。

やっぱりこれが目的
https://9zyo.com/



戦争の反省と平和を求める国連憲章と憲法前文

世界と日本はこの立場に戻り立ち上がろう

日本国憲法 前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代

表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のた

めに、諸国民との協和による成果と、わが国全土

にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の

行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないや

うにすることを決意し、ここに主権が国民に存す

ることを宣言し、この憲法を確定する。そもそも

国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、

その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表

者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受

する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、

かかる原理に基くものである。われらは、これに

反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の

関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであ

つて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼し

て、われらの安全と生存を保持しようと決意した。

われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と

偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国

際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。

われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏

から免かれ、平和のうちに生存する権利を有する

ことを確認する。

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに

専念して他国を無視してはならないのであつて、

政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法

則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対

等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげて

この崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

第二章 戦争の放棄

第九条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和

を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力に

よる威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する

手段としては、永久にこれを放棄する。

② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の

戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これ

を認めない。

第十一条

国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられ

ない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、

侵すことのできない永久の権利として、現在及び

将来の国民に与へられる。

第十二条
この憲法が国民に保障

する自由及び権利は、国

民の不断の努力によつて、

これを保持しなければな

らない。又、国民は、こ

れを濫用してはならない

のであつて、常に公共の

福祉のためにこれを利用

する責任を負ふ。

国連憲章前文
われら連合国の人民は、われらの一生のうちに二度ま

で言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争の惨害から将来

の世代を救い、基本的人権と人間の尊厳及び価値と男女

及び大小各国の同権とに関する信念をあらためて確認し、

正義と条約その他の国際法の源泉から生ずる義務の尊重

とを維持することができる条件を確立し、一層大きな自

由の中で社会的進歩と生活水準の向上とを促進すること

並びに、このために、寛容を実行し、且つ、善良な隣人

として互に平和に生活し、国際の平和及び安全を維持す

るためにわれらの力を合わせ、共同の利益の場合を除く

外は武力を用いないことを原則の受諾と方法の設定によっ

て確保し、すべての人民の経済的及び社会的発達を促進

するために国際機構を用いることを決意して、これらの

目的を達成するために、われらの努力を結集することに

決定した。

よって、われらの各自の政府は、サン・フランシスコ

市に会合し、全権委任状を示してそれが良好妥当である

と認められた代表者を通じて、この国際連合憲章に同意

したので、ここに国際連合という国際機構を設ける。

第1章 目的及び原則

第1条
国際連合の目的は、次のとおりである。

国際の平和及び安全を維持すること。そのために、平

和に対する脅威の防止及び除去と侵略行為その他の平和

の破壊の鎮圧とのため有効な集団的措置をとること並び

に平和を破壊するに至る虞のある国際的の紛争又は事態

の調整又は解決を平和的手段によって且つ正義及び国際

法の原則に従って実現すること。

人民の同権及び自決の原則の尊重に基礎をおく諸国間

の友好関係を発展させること並びに世界平和を強化する

ために他の適当な措置をとること。

経済的、社会的、文化的又は人道的性質を有する国際

問題を解決することについて、並びに人種、性、言語又

は宗教による差別なくすべての者のために人権及び基本

的自由を尊重するように助長奨励することについて、国

際協力を達成すること。

これらの共通の目的の達成に当って諸国の行動を調和

するための中心となること。

日本国民に今、問われている憲法１２条
自民や維新等改憲勢力は、ロシアのウクライナ侵略戦

争や、中国の覇権主義、「使い古された」北朝鮮の挑発

を理由にいたずらに危機感をあおり、「憲法９条で日本

が守れるか」「自衛隊を憲法に書き入れろ」「核兵器を

持て」「敵基地攻撃力を拡大する」「軍事費を２倍に増

やす」「緊急事態条項を憲法に書きいれる」等と主張し

ています。これらの勢力は「アジア太平洋戦争は正義の

戦争」と、今でも主張している靖国神社を中心とする

「日本会議」の人達です。

日本国民が主人公であるこ

とを憲法は明らかにし、憲法

をこわす企みに、国民が守れ

と、「予言的に」明確に書か

れています。今こそ憲法こわ

すなの運動が必要です。


